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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成28年6月23日(2016.6.23)

【公表番号】特表2015-523003(P2015-523003A)
【公表日】平成27年8月6日(2015.8.6)
【年通号数】公開・登録公報2015-050
【出願番号】特願2015-514203(P2015-514203)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｗ  76/04     (2009.01)
   Ｈ０４Ｗ  92/18     (2009.01)
   Ｈ０４Ｗ  80/10     (2009.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｗ   76/04     　　　　
   Ｈ０４Ｗ   92/18     　　　　
   Ｈ０４Ｗ   80/10     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成28年4月25日(2016.4.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のユーザ機器（ＵＥ）が、データトラフィックおよびシグナリングトラフィックが
ネットワークを通じてサポートされるインターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディア
サブサービス（ＩＭＳ）セッションを使用して第２のＵＥと通信を実行することと、
　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥの第１の近接しきい値内にあると決定することと、
　前記第１のＵＥが、前記第２のＵＥとデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信リンクを確
立することと、
　前記ネットワークを通じて前記シグナリングトラフィックのサポートを維持し、また前
記Ｄ２Ｄ通信リンクに前記データトラフィックのサポートを移すことと、
　前記第１のＵＥがＤ２Ｄモードを使用して前記第２のＵＥにデータトラフィックを通信
し、前記第１のＵＥが前記Ｄ２Ｄ通信リンクに関連した特性を測定し、前記第２のＵＥに
測定値を転送することと
を備える、通信のための方法。
【請求項２】
　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥから第２の近接しきい値より離れていると決定するこ
とと、
　前記ネットワークを通じてサポートされるように前記データトラフィックを戻すことと
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のＵＥと第２のＵＥとの間の前記第１の近接しきい値は、前記第１のＵＥと前
記第２のＵＥとの間の距離、前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号強
度、または前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号品質のうちの１つを
備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
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　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとの間の前記第２の近接しきい値は、前記第１のＵＥ
と前記第２のＵＥとの間の距離、前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信
号強度、または前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号品質のうちの１
つを備える、
請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記シグナリングトラフィックは、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）シグナリング
を含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記Ｄ２Ｄ通信リンクを確立することは、
　前記ネットワークから、前記Ｄ２Ｄ通信リンクを確立するように前記第１のＵＥおよび
第２のＵＥを促すメッセージを受信することをさらに備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥの前記第１の近接しきい値内にあると決定することは
、
　前記第１のＵＥおよび第２のＵＥが共通のサービングセルを使用すると決定すること、
または
　前記第１のＵＥおよび第２のＵＥが近隣のサービングセルを使用すると決定すること
　のうちの少なくとも１つに部分的に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥから前記第２のしきい値より離れていると決定するこ
とは、
　１つまたは複数のＤ２Ｄ通信パラメータのうちの１つを測定することと、
　前記１つまたは複数のＤ２Ｄ通信パラメータのうちの少なくとも１つがＤ２Ｄ通信しき
い値未満であると決定することと
を備える、請求項２に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のＵＥが前記第２のＵＥとの前記Ｄ２Ｄ通信リンクのための制御するＵＥとし
て指定される、
請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　第１のユーザ機器（ＵＥ）が、データトラフィックおよびシグナリングトラフィックが
ネットワークを通じてサポートされるインターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディア
サブサービス（ＩＭＳ）セッションを使用して第２のＵＥと通信を実行するための手段と
、
　前記第２のＵＥが前記第１のＵＥの第１の近接しきい値内にあると決定するための手段
と、
　前記第１のＵＥが、前記第２のＵＥとデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信リンクを確
立するための手段と、
　前記ネットワークを通じて前記シグナリングトラフィックのサポートを維持し、また前
記Ｄ２Ｄ通信リンクに前記データトラフィックのサポートを移すための手段と、
　前記第１のＵＥがＤ２Ｄモードを使用して前記第２のＵＥにデータトラフィックを通信
するための手段、前記第１のＵＥが前記Ｄ２Ｄ通信リンクに関連した特性を測定するため
の手段、および前記第２のＵＥに測定値を転送するための手段と
を備える、通信のための装置。
【請求項１１】
　前記決定するための手段は、前記第２のＵＥが前記第１のＵＥから第２の近接しきい値
より離れていると決定するようにさらに構成され、前記移すための手段は、前記ネットワ
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ークを通じてサポートされるように前記データトラフィックを戻すようにさらに構成され
る、
請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとの間の前記第１の近接しきい値は、前記第１のＵＥ
と前記第２のＵＥとの間の距離、前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信
号強度、または前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号品質のうちの１
つを備える、
請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　前記第１のＵＥと前記第２のＵＥとの間の前記第２の近接しきい値は、前記第１のＵＥ
と前記第２のＵＥとの間の距離、前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信
号強度、または前記第１のＵＥによって測定された前記第２のＵＥの信号品質のうちの１
つを備える、
請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記シグナリングトラフィックは、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）シグナリング
を含む、
請求項１０に記載の装置。
【請求項１５】
　コンピュータ上で実行されると、請求項１乃至９のいずれか１項に記載の方法をコンピ
ュータに実行させるためのコードを備えたコンピュータ可読媒体
を備える、コンピュータプログラム製品。
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